
平成30年度「幼児教育を語る会」実施要項

１ 目的

新幼稚園教育要領、保育所保育指針及び 幼保連携型認定こども園教育・保育要

、「 」（ 、「 」）領の全面実施に当たり (仮称)北海道幼児教育振興基本方針 以下 基本方針

の策定趣旨や内容等に係る行政説明を通して幼児教育の理解を深めるとともに、空

知管内の幼児教育の質の向上を図るため、各幼稚園・保育所・認定こども園におけ

る「基本方針」を踏まえた取組についての情報交換等を行う。

２ 主催

北海道・北海道教育委員会

３ 日時

平成30年６月30日（土）13時から16時30分まで

４ 会場

空知総合振興局講堂（岩見沢市８条西５丁目）

５ 参加者

（１）管内・域内の幼稚園、保育所及び認定こども園の職員

（２）管内・域内の小学校教員

（３）管内・域内の幼児教育を担当する市町村職員

※ 近隣等の管内で参加することも可能とし、他管内の会場で参加を希望する場合

は事前に申し出ること

６ 日程

12:30 13:10 15:30 16:30

13:00 13:40 16:25

受付 開会 行政説明 情報交流・グループトーク 演 習 閉会

７ 内容

（１）行政説明「 仮称）北海道幼児教育振興基本方針の策定について」（

・説明 北海道庁または北海道教育庁職員

（２）情報交流・グループトーク「 幼児期の終わりまでに育ってほしい10『

の姿』を踏まえた保育・教育について」

・幼児教育から小学校への接続の在り方に係る情報交流

・指導に困り感を抱える子どもへの配慮等に係る事例へのグループトーク

(３）演習「幼保小連携の充実に向けたスタート・カリキュラム」

・スタート・カリキュラムの例を改善する演習



平成30年度「幼児教育を語る会」実施要項

１ 目的

新幼稚園教育要領、保育所保育指針及び 幼保連携型認定こども園教育・保育要

、「 」（ 、「 」）領の全面実施に当たり (仮称)北海道幼児教育振興基本方針 以下 基本方針

の策定趣旨や内容等に係る行政説明を通して幼児教育の理解を深めるとともに、石

狩管内の幼児教育の質の向上を図るため、各幼稚園・保育所・認定こども園におけ

る「基本方針」を踏まえた取組についての情報交換等を行う。

２ 主催

北海道・北海道教育委員会

３ 日時

平成30年７月28日（土）13時から16時30分まで

４ 会場

道立教育研究所大講義室（江別市文京台東町42）

５ 参加者

（１）管内・域内の幼稚園、保育所及び認定こども園の職員

（２）管内・域内の小学校教員

（３）管内・域内の幼児教育を担当する市町村職員

※ 近隣等の管内で参加することも可能とし、他管内の会場で参加を希望する場合

は事前に申し出ること

６ 日程

12:30 13:10 15:30 16:30

13:00 13:40 16:25

受付 開会 行政説明 情報交流・グループトーク 演 習 閉会

７ 内容

（１）行政説明「 仮称）北海道幼児教育振興基本方針の策定について」（

・説明 北海道庁または北海道教育庁職員

（２）情報交流・グループトーク「 幼児期の終わりまでに育ってほしい10『

の姿』を踏まえた保育・教育について」

・幼児教育から小学校への接続の在り方に係る情報交流

・指導に困り感を抱える子どもへの配慮等に係る事例へのグループトーク

(３）演習「幼保小連携の充実に向けたスタート・カリキュラム」

・スタート・カリキュラムの例を改善する演習



平成30年度「幼児教育を語る会」実施要項

１ 目的

新幼稚園教育要領、保育所保育指針及び 幼保連携型認定こども園教育・保育要

、「 」（ 、「 」）領の全面実施に当たり (仮称)北海道幼児教育振興基本方針 以下 基本方針

の策定趣旨や内容等に係る行政説明を通して幼児教育の理解を深めるとともに、後

志管内の幼児教育の質の向上を図るため、各幼稚園・保育所・認定こども園におけ

る「基本方針」を踏まえた取組についての情報交換等を行う。

２ 主催

北海道・北海道教育委員会

３ 日時

平成30年８月25日（土）13時から16時30分まで

４ 会場

後志総合振興局講堂（虻田郡倶知安町北１条東２丁目）

５ 参加者

（１）管内・域内の幼稚園、保育所及び認定こども園の職員

（２）管内・域内の小学校教員

（３）管内・域内の幼児教育を担当する市町村職員

※ 近隣等の管内で参加することも可能とし、他管内の会場で参加を希望する場合

は事前に申し出ること

６ 日程

12:30 13:10 15:30 16:30

13:00 13:40 16:25

受付 開会 行政説明 情報交流・グループトーク 演 習 閉会

７ 内容

（１）行政説明「 仮称）北海道幼児教育振興基本方針の策定について」（

・説明 北海道庁または北海道教育庁職員

（２）情報交流・グループトーク「 幼児期の終わりまでに育ってほしい10『

の姿』を踏まえた保育・教育について」

・幼児教育から小学校への接続の在り方に係る情報交流

・指導に困り感を抱える子どもへの配慮等に係る事例へのグループトーク

(３）演習「幼保小連携の充実に向けたスタート・カリキュラム」

・スタート・カリキュラムの例を改善する演習



平成30年度「幼児教育を語る会」実施要項

１ 目的

新幼稚園教育要領、保育所保育指針及び 幼保連携型認定こども園教育・保育要

、「 」（ 、「 」）領の全面実施に当たり (仮称)北海道幼児教育振興基本方針 以下 基本方針

の策定趣旨や内容等に係る行政説明を通して幼児教育の理解を深めるとともに、胆

振管内の幼児教育の質の向上を図るため、各幼稚園・保育所・認定こども園におけ

る「基本方針」を踏まえた取組についての情報交換等を行う。

２ 主催

北海道・北海道教育委員会

３ 日時

平成30年６月２日（土）13時から16時30分まで

４ 会場

むろらん広域センタービル（室蘭市海岸町１丁目）

５ 参加者

（１）管内・域内の幼稚園、保育所及び認定こども園の職員

（２）管内・域内の小学校教員

（３）管内・域内の幼児教育を担当する市町村職員

※ 近隣等の管内で参加することも可能とし、他管内の会場で参加を希望する場合

は事前に申し出ること

６ 日程

12:30 13:10 15:30 16:30

13:00 13:40 16:25

受付 開会 行政説明 情報交流・グループトーク 演 習 閉会

７ 内容

（１）行政説明「 仮称）北海道幼児教育振興基本方針の策定について」（

・説明 北海道庁または北海道教育庁職員

（２）情報交流・グループトーク「 幼児期の終わりまでに育ってほしい10『

の姿』を踏まえた保育・教育について」

・幼児教育から小学校への接続の在り方に係る情報交流

・指導に困り感を抱える子どもへの配慮等に係る事例へのグループトーク

(３）演習「幼保小連携の充実に向けたスタート・カリキュラム」

・スタート・カリキュラムの例を改善する演習



平成30年度「幼児教育を語る会」実施要項

１ 目的

新幼稚園教育要領、保育所保育指針及び 幼保連携型認定こども園教育・保育要

、「 」（ 、「 」）領の全面実施に当たり (仮称)北海道幼児教育振興基本方針 以下 基本方針

の策定趣旨や内容等に係る行政説明を通して幼児教育の理解を深めるとともに、日

高管内の幼児教育の質の向上を図るため、各幼稚園・保育所・認定こども園におけ

る「基本方針」を踏まえた取組についての情報交換等を行う。

２ 主催

北海道・北海道教育委員会

３ 日時

平成30年７月１日（日）13時から16時30分まで

４ 会場

新ひだか町公民館（日高郡新ひだか町静内古川町１丁目１番２号）

５ 参加者

（１）管内・域内の幼稚園、保育所及び認定こども園の職員

（２）管内・域内の小学校教員

（３）管内・域内の幼児教育を担当する市町村職員

※ 近隣等の管内で参加することも可能とし、他管内の会場で参加を希望する場合

は事前に申し出ること

６ 日程

12:30 13:10 15:30 16:30

13:00 13:40 16:25

受付 開会 行政説明 情報交流・グループトーク 演 習 閉会

７ 内容

（１）行政説明「 仮称）北海道幼児教育振興基本方針の策定について」（

・説明 北海道庁または北海道教育庁職員

（２）情報交流・グループトーク「 幼児期の終わりまでに育ってほしい10『

の姿』を踏まえた保育・教育について」

・幼児教育から小学校への接続の在り方に係る情報交流

・指導に困り感を抱える子どもへの配慮等に係る事例へのグループトーク

(３）演習「幼保小連携の充実に向けたスタート・カリキュラム」

・スタート・カリキュラムの例を改善する演習



平成30年度「幼児教育を語る会」実施要項

１ 目的

新幼稚園教育要領、保育所保育指針及び 幼保連携型認定こども園教育・保育要

、「 」（ 、「 」）領の全面実施に当たり (仮称)北海道幼児教育振興基本方針 以下 基本方針

の策定趣旨や内容等に係る行政説明を通して幼児教育の理解を深めるとともに、渡

島管内の幼児教育の質の向上を図るため、各幼稚園・保育所・認定こども園におけ

る「基本方針」を踏まえた取組についての情報交換等を行う。

２ 主催

北海道・北海道教育委員会

３ 日時

平成30年７月７日（土）13時から16時30分まで

４ 会場

渡島総合振興局講堂（函館市美原４丁目６－１６）

５ 参加者

（１）管内・域内の幼稚園、保育所及び認定こども園の職員

（２）管内・域内の小学校教員

（３）管内・域内の幼児教育を担当する市町村職員

※ 近隣等の管内で参加することも可能とし、他管内の会場で参加を希望する場合

は事前に申し出ること

６ 日程

12:30 13:10 15:30 16:30

13:00 13:40 16:25

受付 開会 行政説明 情報交流・グループトーク 演 習 閉会

７ 内容

（１）行政説明「 仮称）北海道幼児教育振興基本方針の策定について」（

・説明 北海道庁または北海道教育庁職員

（２）情報交流・グループトーク「 幼児期の終わりまでに育ってほしい10『

の姿』を踏まえた保育・教育について」

・幼児教育から小学校への接続の在り方に係る情報交流

・指導に困り感を抱える子どもへの配慮等に係る事例へのグループトーク

(３）演習「幼保小連携の充実に向けたスタート・カリキュラム」

・スタート・カリキュラムの例を改善する演習



平成30年度「幼児教育を語る会」実施要項

１ 目的

新幼稚園教育要領、保育所保育指針及び 幼保連携型認定こども園教育・保育要

、「 」（ 、「 」）領の全面実施に当たり (仮称)北海道幼児教育振興基本方針 以下 基本方針

の策定趣旨や内容等に係る行政説明を通して幼児教育の理解を深めるとともに、檜

山管内の幼児教育の質の向上を図るため、各幼稚園・保育所・認定こども園におけ

る「基本方針」を踏まえた取組についての情報交換等を行う。

２ 主催

北海道・北海道教育委員会

３ 日時

平成30年７月29日（日）13時から16時30分まで

４ 会場

檜山振興局講堂（檜山郡江差町陣屋町336－3）

５ 参加者

（１）管内・域内の幼稚園、保育所及び認定こども園の職員

（２）管内・域内の小学校教員

（３）管内・域内の幼児教育を担当する市町村職員

※ 近隣等の管内で参加することも可能とし、他管内の会場で参加を希望する場合

は事前に申し出ること

６ 日程

12:30 13:10 15:30 16:30

13:00 13:40 16:25

受付 開会 行政説明 情報交流・グループトーク 演 習 閉会

７ 内容

（１）行政説明「 仮称）北海道幼児教育振興基本方針の策定について」（

・説明 北海道庁または北海道教育庁職員

（２）情報交流・グループトーク「 幼児期の終わりまでに育ってほしい10『

の姿』を踏まえた保育・教育について」

・幼児教育から小学校への接続の在り方に係る情報交流

・指導に困り感を抱える子どもへの配慮等に係る事例へのグループトーク

(３）演習「幼保小連携の充実に向けたスタート・カリキュラム」

・スタート・カリキュラムの例を改善する演習



平成30年度「幼児教育を語る会」実施要項

１ 目的

新幼稚園教育要領、保育所保育指針及び 幼保連携型認定こども園教育・保育要

、「 」（ 、「 」）領の全面実施に当たり (仮称)北海道幼児教育振興基本方針 以下 基本方針

の策定趣旨や内容等に係る行政説明を通して幼児教育の理解を深めるとともに、上

川管内の幼児教育の質の向上を図るため、各幼稚園・保育所・認定こども園におけ

る「基本方針」を踏まえた取組についての情報交換等を行う。

２ 主催

北海道・北海道教育委員会

３ 日時

平成30年８月18日（土）13時から16時30分まで

４ 会場

上川総合振興局講堂（旭川市永山６条１９丁目）

５ 参加者

（１）管内・域内の幼稚園、保育所及び認定こども園の職員

（２）管内・域内の小学校教員

（３）管内・域内の幼児教育を担当する市町村職員

※ 近隣等の管内で参加することも可能とし、他管内の会場で参加を希望する場合

は事前に申し出ること

６ 日程

12:30 13:10 15:30 16:30

13:00 13:40 16:25

受付 開会 行政説明 情報交流・グループトーク 演 習 閉会

７ 内容

（１）行政説明「 仮称）北海道幼児教育振興基本方針の策定について」（

・説明 北海道庁または北海道教育庁職員

（２）情報交流・グループトーク「 幼児期の終わりまでに育ってほしい10『

の姿』を踏まえた保育・教育について」

・幼児教育から小学校への接続の在り方に係る情報交流

・指導に困り感を抱える子どもへの配慮等に係る事例へのグループトーク

(３）演習「幼保小連携の充実に向けたスタート・カリキュラム」

・スタート・カリキュラムの例を改善する演習



平成30年度「幼児教育を語る会」実施要項

１ 目的

新幼稚園教育要領、保育所保育指針及び 幼保連携型認定こども園教育・保育要

、「 」（ 、「 」）領の全面実施に当たり (仮称)北海道幼児教育振興基本方針 以下 基本方針

の策定趣旨や内容等に係る行政説明を通して幼児教育の理解を深めるとともに、留

萌管内の幼児教育の質の向上を図るため、各幼稚園・保育所・認定こども園におけ

る「基本方針」を踏まえた取組についての情報交換等を行う。

２ 主催

北海道・北海道教育委員会

３ 日時

平成30年７月22日（日）13時から16時30分まで

４ 会場

留萌振興局講堂（留萌市住之江町２丁目１番地２）

５ 参加者

（１）管内・域内の幼稚園、保育所及び認定こども園の職員

（２）管内・域内の小学校教員

（３）管内・域内の幼児教育を担当する市町村職員

※ 近隣等の管内で参加することも可能とし、他管内の会場で参加を希望する場合

は事前に申し出ること

６ 日程

12:30 13:10 15:30 16:30

13:00 13:40 16:25

受付 開会 行政説明 情報交流・グループトーク 演 習 閉会

７ 内容

（１）行政説明「 仮称）北海道幼児教育振興基本方針の策定について」（

・説明 北海道庁または北海道教育庁職員

（２）情報交流・グループトーク「 幼児期の終わりまでに育ってほしい10『

の姿』を踏まえた保育・教育について」

・幼児教育から小学校への接続の在り方に係る情報交流

・指導に困り感を抱える子どもへの配慮等に係る事例へのグループトーク

(３）演習「幼保小連携の充実に向けたスタート・カリキュラム」

・スタート・カリキュラムの例を改善する演習



平成30年度「幼児教育を語る会」実施要項

１ 目的

新幼稚園教育要領、保育所保育指針及び 幼保連携型認定こども園教育・保育要

、「 」（ 、「 」）領の全面実施に当たり (仮称)北海道幼児教育振興基本方針 以下 基本方針

の策定趣旨や内容等に係る行政説明を通して幼児教育の理解を深めるとともに、宗

谷管内の幼児教育の質の向上を図るため、各幼稚園・保育所・認定こども園におけ

る「基本方針」を踏まえた取組についての情報交換等を行う。

２ 主催

北海道・北海道教育委員会

３ 日時

平成30年７月21日（土）13時から16時30分まで

４ 会場

宗谷総合振興局講堂（稚内市末広４丁目2－27）

５ 参加者

（１）管内・域内の幼稚園、保育所及び認定こども園の職員

（２）管内・域内の小学校教員

（３）管内・域内の幼児教育を担当する市町村職員

※ 近隣等の管内で参加することも可能とし、他管内の会場で参加を希望する場合

は事前に申し出ること

６ 日程

12:30 13:10 15:30 16:30

13:00 13:40 16:25

受付 開会 行政説明 情報交流・グループトーク 演 習 閉会

７ 内容

（１）行政説明「 仮称）北海道幼児教育振興基本方針の策定について」（

・説明 北海道庁または北海道教育庁職員

（２）情報交流・グループトーク「 幼児期の終わりまでに育ってほしい10『

の姿』を踏まえた保育・教育について」

・幼児教育から小学校への接続の在り方に係る情報交流

・指導に困り感を抱える子どもへの配慮等に係る事例へのグループトーク

(３）演習「幼保小連携の充実に向けたスタート・カリキュラム」

・スタート・カリキュラムの例を改善する演習



平成30年度「幼児教育を語る会」実施要項

１ 目的

新幼稚園教育要領、保育所保育指針及び 幼保連携型認定こども園教育・保育要

、「 」（ 、「 」）領の全面実施に当たり (仮称)北海道幼児教育振興基本方針 以下 基本方針

の策定趣旨や内容等に係る行政説明を通して幼児教育の理解を深めるとともに、オ

ホーツク管内の幼児教育の質の向上を図るため、各幼稚園・保育所・認定こども園

における「基本方針」を踏まえた取組についての情報交換等を行う。

２ 主催

北海道・北海道教育委員会

３ 日時

平成30年８月19日（日）13時から16時30分まで

４ 会場

道立北見体育センター（北見市東陵町27）

５ 参加者

（１）管内・域内の幼稚園、保育所及び認定こども園の職員

（２）管内・域内の小学校教員

（３）管内・域内の幼児教育を担当する市町村職員

※ 近隣等の管内で参加することも可能とし、他管内の会場で参加を希望する場合

は事前に申し出ること

６ 日程

12:30 13:10 15:30 16:30

13:00 13:40 16:25

受付 開会 行政説明 情報交流・グループトーク 演 習 閉会

７ 内容

（１）行政説明「 仮称）北海道幼児教育振興基本方針の策定について」（

・説明 北海道庁または北海道教育庁職員

（２）情報交流・グループトーク「 幼児期の終わりまでに育ってほしい10『

の姿』を踏まえた保育・教育について」

・幼児教育から小学校への接続の在り方に係る情報交流

・指導に困り感を抱える子どもへの配慮等に係る事例へのグループトーク

(３）演習「幼保小連携の充実に向けたスタート・カリキュラム」

・スタート・カリキュラムの例を改善する演習



平成30年度「幼児教育を語る会」実施要項

１ 目的

新幼稚園教育要領、保育所保育指針及び 幼保連携型認定こども園教育・保育要

、「 」（ 、「 」）領の全面実施に当たり (仮称)北海道幼児教育振興基本方針 以下 基本方針

の策定趣旨や内容等に係る行政説明を通して幼児教育の理解を深めるとともに、十

勝管内の幼児教育の質の向上を図るため、各幼稚園・保育所・認定こども園におけ

る「基本方針」を踏まえた取組についての情報交換等を行う。

２ 主催

北海道・北海道教育委員会

３ 日時

平成30年７月14日（土）13時から16時30分まで

４ 会場

十勝総合振興局講堂（帯広市東３条南３丁目）

５ 参加者

（１）管内・域内の幼稚園、保育所及び認定こども園の職員

（２）管内・域内の小学校教員

（３）管内・域内の幼児教育を担当する市町村職員

※ 近隣等の管内で参加することも可能とし、他管内の会場で参加を希望する場合

は事前に申し出ること

６ 日程

12:30 13:10 15:30 16:30

13:00 13:40 16:25

受付 開会 行政説明 情報交流・グループトーク 演 習 閉会

７ 内容

（１）行政説明「 仮称）北海道幼児教育振興基本方針の策定について」（

・説明 北海道庁または北海道教育庁職員

（２）情報交流・グループトーク「 幼児期の終わりまでに育ってほしい10『

の姿』を踏まえた保育・教育について」

・幼児教育から小学校への接続の在り方に係る情報交流

・指導に困り感を抱える子どもへの配慮等に係る事例へのグループトーク

(３）演習「幼保小連携の充実に向けたスタート・カリキュラム」

・スタート・カリキュラムの例を改善する演習



平成30年度「幼児教育を語る会」実施要項

１ 目的

新幼稚園教育要領、保育所保育指針及び 幼保連携型認定こども園教育・保育要

、「 」（ 、「 」）領の全面実施に当たり (仮称)北海道幼児教育振興基本方針 以下 基本方針

の策定趣旨や内容等に係る行政説明を通して幼児教育の理解を深めるとともに、釧

路管内の幼児教育の質の向上を図るため、各幼稚園・保育所・認定こども園におけ

る「基本方針」を踏まえた取組についての情報交換等を行う。

２ 主催

北海道・北海道教育委員会

３ 日時

平成30年７月15日（日）13時から16時30分まで

４ 会場

釧路市生涯学習センター「まなぼっと （釧路市幣舞町4－28）」

５ 参加者

（１）管内・域内の幼稚園、保育所及び認定こども園の職員

（２）管内・域内の小学校教員

（３）管内・域内の幼児教育を担当する市町村職員

※ 近隣等の管内で参加することも可能とし、他管内の会場で参加を希望する場合

は事前に申し出ること

６ 日程

12:30 13:10 15:30 16:30

13:00 13:40 16:25

受付 開会 行政説明 情報交流・グループトーク 演 習 閉会

７ 内容

（１）行政説明「 仮称）北海道幼児教育振興基本方針の策定について」（

・説明 北海道庁または北海道教育庁職員

（２）情報交流・グループトーク「 幼児期の終わりまでに育ってほしい10『

の姿』を踏まえた保育・教育について」

・幼児教育から小学校への接続の在り方に係る情報交流

・指導に困り感を抱える子どもへの配慮等に係る事例へのグループトーク

(３）演習「幼保小連携の充実に向けたスタート・カリキュラム」

・スタート・カリキュラムの例を改善する演習



平成30年度「幼児教育を語る会」実施要項

１ 目的

新幼稚園教育要領、保育所保育指針及び 幼保連携型認定こども園教育・保育要

、「 」（ 、「 」）領の全面実施に当たり (仮称)北海道幼児教育振興基本方針 以下 基本方針

の策定趣旨や内容等に係る行政説明を通して幼児教育の理解を深めるとともに、根

室管内の幼児教育の質の向上を図るため、各幼稚園・保育所・認定こども園におけ

る「基本方針」を踏まえた取組についての情報交換等を行う。

２ 主催

北海道・北海道教育委員会

３ 日時

平成30年７月21日（土）13時から16時30分まで

４ 会場

標津町生涯学習センター（標津郡標津町南１条西５丁目５－３）

５ 参加者

（１）管内・域内の幼稚園、保育所及び認定こども園の職員

（２）管内・域内の小学校教員

（３）管内・域内の幼児教育を担当する市町村職員

※ 近隣等の管内で参加することも可能とし、他管内の会場で参加を希望する場合

は事前に申し出ること

６ 日程

12:30 13:10 15:30 16:30

13:00 13:40 16:25

受付 開会 行政説明 情報交流・グループトーク 演 習 閉会

７ 内容

（１）行政説明「 仮称）北海道幼児教育振興基本方針の策定について」（

・説明 北海道庁または北海道教育庁職員

（２）情報交流・グループトーク「 幼児期の終わりまでに育ってほしい10『

の姿』を踏まえた保育・教育について」

・幼児教育から小学校への接続の在り方に係る情報交流

・指導に困り感を抱える子どもへの配慮等に係る事例へのグループトーク

(３）演習「幼保小連携の充実に向けたスタート・カリキュラム」

・スタート・カリキュラムの例を改善する演習


